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令和５年度　国民健康保険事業特別会計　決算収支状況

予　算　現　額 決　算　額 増　減　額 予　算　現　額 決　算　額 不　用　額 

1 8,795,224,000 8,367,672,785 △ 427,551,215 1 一 般 管 理 費 252,039,000 238,635,015 13,403,985

2 358,088,000 415,996,848 57,908,848 2 賦 課 徴 収 費 139,277,000 125,511,411 13,765,589

3 9,153,312,000 8,783,669,633 △ 369,642,367 3 391,316,000 364,146,426 27,169,574

4 1,000 0 △ 1,000 4 42,376,895,000 41,358,334,652 1,018,560,348

5 700,000 376,040 △ 323,960 5 336,029,000 324,334,826 11,694,174

6 1,000 202,000 201,000 6 7,124,319,000 6,929,324,126 194,994,874

7 1,000 301,000 300,000 7 11,676,000 10,634,848 1,041,152

8 1,725,000 1,158,000 △ 567,000 8 241,000 39,820 201,180

9 1,727,000 1,661,000 △ 66,000 9 49,849,160,000 48,622,668,272 1,226,491,728

10 49,849,409,000 49,016,682,590 △ 832,726,410 10 一 般 被 保 分 49,848,956,000 48,622,668,272 1,226,287,728

11 194,212,000 237,103,000 42,891,000 11 退 職 被 保 等 分 204,000 0 204,000

12 1,052,876,000 754,794,000 △ 298,082,000 12 118,931,000 118,930,660 340

13 270,259,000 254,999,000 △ 15,260,000 13 171,878,000 119,947,100 51,930,900

14 124,256,000 123,688,000 △ 568,000 14 15,760,000 15,740,000 20,000

15 1,641,603,000 1,370,584,000 △ 271,019,000 15 695,000 694,117 883

16 51,491,012,000 50,387,266,590 △ 1,103,745,410 16 50,156,424,000 48,877,980,149 1,278,443,851

17 4,587,646,000 4,547,095,949 △ 40,550,051 17 16,332,630,000 16,332,628,464 1,536

18 2,053,963,000 2,053,963,000 0 18 30,000 1,872 28,128

19 1,878,270,000 1,858,498,952 △ 19,771,048 19 461,559,000 396,724,508 64,834,492

20 6,641,609,000 6,601,058,949 △ 40,550,051 20 477,019,000 457,069,536 19,949,464

21 1,000 0 △ 1,000 21 30,000,000 0 30,000,000

22 3,167,804,000 87,074,770 △ 3,080,729,230 22 2,607,188,000 2,607,187,467 533

70,456,166,000 65,861,106,982 △ 4,595,059,018 70,456,166,000 69,035,738,422 1,420,427,578

（１）　令和５年度　国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算総括表

（単位：円）

歳 入 歳 出
科 目 科 目

国
保
税

現 年 課 税 分 総
務
費

総 務
管 理 費滞 納 繰 越 分

合 計 合 計

一 部 負 担 金

保
険
給
付
費

医
療
給
付
費

療 養 給 付 費

使 用 料 及 び 手 数 料 療 養 費

国庫
支出金

災 害 臨 時 特 例 補 助 金 高 額 療 養 費

事 務 費 補 助 金 高 額 介 護 合 算 療 養 費

出産育児一時金臨時補助金 移 送 費

計 医療給付費　　　計

県
支
出
金

普 通 交 付 金 内
訳

計 傷 病 手 当 金

合 計

特
別
交
付
金

保険者努力支援分

特 別 調 整 交 付 金 審 査 支 払 手 数 料

県 繰 入 金 出 産 育 児 一 時 金

特定健康診査等負担金 葬 祭 費

合 計

法 定 内 繰 入 金 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金

法 定 外 繰 入 金 共 同 事 業 拠 出 金

保 健 事 業 費

諸 支 出 金

一般会計
繰入金

計

うち決算補填等目的

繰 越 金 予 備 費

諸 収 入 繰 上 充 用 金

歳 入 合 計 歳 出 合 計

（２）　健全化計画（第３期見直し後）と国民健康保険事業特別会計決算（令和５年度）の比較

① 形式収支（歳入合計） 65,861,106,982 円　　　　― （歳出合計） 69,035,738,422 円　　　 ＝ △ 3,174,631,440 円

② 単年度収支 △ 3,174,631,440 円　　　　―
（令和４年度決算に
　　係る繰上充用金） △ 2,607,187,467 円　　　 ＝ △ 567,443,973 円

（単位：億円）

計画額 決算額 差　額 理　由 計画額 決算額 差　額 理　　由

92.9 87.8 △ 5.1 調定額が計画見直時より減ったため 472.1 486.2 14.1 医療費の伸びが大きかったため

488.5 503.9 15.4 普通交付金（医療給付費に対する補助）が多かったため 163.3 163.3 0.0

66.4 66.0 △ 0.4 8.5 7.6 △ 0.9

26.1 26.1 0.0

8.2 7.2 △ 1.0

1.3 0.9 △ 0.4

649.1 658.6 9.5 678.2 690.4 12.2

18.6 △ 0.2
繰 上 充 用 金

そ の 他

歳 入 歳 出
科 目 科 目

国 保 税 医 療 給 付 費

そ の 他

計 計

国 県 支 出 金 国 保 事 業 費 納 付 金

一 般 会 計 繰 入 金 総 務 費 ・ 保 健 事 業 費

うち決算補填等目
的の法定外繰入金

18.8



（３）国民健康保険事業特別会計決算状況

（単位:千円）

Ｈ２９年度

79,089,929

82,858,089

△ 3,768,160

1,546,646

（所得割単位:％、均等・平等割単位:円）

Ｈ２９年度

医療分 8.00

支援金分 2.60

介護分 2.40

医療分 21,000

支援金分 6,200

介護分 7,400

医療分 23,300

支援金分 7,100

介護分 6,400

医療分 ↑ 54万円 54万円 ↑ 58万円 ↑ 61万円 ↑ 63万円 63万円 ↑ 65万円 65万円 65万円

支援金分 ↑ 19万円 19万円 19万円 19万円 19万円 19万円 ↑ 20万円 ↑ 22万円 ↑ 24万円

介護分 16万円 16万円 16万円 16万円 ↑ 17万円 17万円 17万円 17万円 17万円

（単位:％）

Ｈ２９年度

90.33

20.47

69.22

3.11

４．被保険者数 （被保険者数単位:人、対前年度伸び率：％）

Ｈ２９年度

127,978

△3.7

80.78

0.44

Ｒ５年度

110,115

△4.0

Ｒ５年度

93.21

21.94

7,100

6,400

65,861,107

69,035,738

△ 3,174,631

△ 567,443

23,300

Ｒ５年度

2.60

△2.2

Ｒ６年度

8.00

2.60

2.40

21,000

6,200

7,400

23,300

△3.5 △3.0 △2.9 △1.7 △1.0

120,573 118,491 117,288 114,672

対 前 年 度 伸 び 率

Ｒ４年度

被　保　険　者　数 132,855 124,181

Ｈ２８年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

3.54 3.47 2.85 1.75

項　　　　目

80.43

対前年度伸び率 3.26 3.64

67.13 71.74 74.28 76.86 79.05

22.36 23.34 21.94 22.51

合   　計

滞    繰 19.49 21.13

91.49 92.70 93.38 93.21

Ｒ４年度

現    年 89.69 90.91

Ｈ２８年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度項　　　　目

6,400 6,400 6,400

 課税限度額

３．保険税収納率

平等割額 7,100 7,100

6,400 6,400 6,400 6,400

7,100 7,100 7,100 7,100 7,100

23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400

6,200 6,200 6,200 6,200

7,400 7,400

21,000 21,000 21,000

6,200 6,200 6,200

2.40

均等割額

21,000 21,000 21,000 21,000

2.40 2.40 2.40 2.40 2.40

8.008.00 8.00

2.40

2.60 2.60 2.60 2.60

8.00 8.00 8.00

2.60 2.60

8.00

税
　
　
　
　
　
　
率

所得割率

Ｈ２８年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度

226,892

２．保険税率等
項　　　　目

△ 143,169 653,352 △ 46,594 △ 660,736 988,058

△ 3,161,402 △ 3,822,138 △ 2,834,080 △ 2,607,188

単　年　度　収　支

69,391,385

収 　  　  支　 △ 5,314,806 △ 3,114,808

84,399,589 69,233,197 68,716,568 69,049,232 69,680,483歳　出　合　計

79,084,783 66,118,389 65,555,166 65,227,094 66,846,403 66,784,197

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度

歳　入　合　計

Ｈ２８年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度

１．決算収支
項　　　　目

－２－



－３－

（４）療養給付等費用額の状況

（単位：千円）

費用額
対前年度
伸び率

費用額
対前年度
伸び率

費用額　
対前年度
伸び率

費用額　
対前年度
伸び率

費用額　※2
対前年度
伸び率

医療等 44,363,397 0.22% 43,370,693 △2.24% 44,929,726 3.59% 45,434,028 1.12% 44,602,156 △1.83%

歯   科 3,137,573 1.11% 3,155,929 0.59% 3,347,474 6.07% 3,344,121 △0.10% 3,329,550 △0.44%

調   剤 7,563,571 2.12% 7,615,561 0.69% 7,924,749 4.06% 7,935,945 0.14% 8,143,248 2.61%

療養費等 576,701 1.47% 499,380 △13.41% 484,940 △2.89% 460,840 △4.97% 440,944 △4.32%

計 55,641,242 0.54% 54,641,563 △1.80% 56,686,889 3.74% 57,174,934 0.86% 56,515,898 △1.15%

医療等 41,100 △87.74% 161 △99.61% 0 皆減 0 0.00% 0 0.00%

歯   科 3,940 △81.41% 77 △98.05% 0 皆減 0 0.00% 0 0.00%

調   剤 8,417 △84.16% 75 △99.11% 0 皆減 0 0.00% 0 0.00%

療養費等 720 △77.47% 100 △86.11% 0 皆減 0 0.00% 0 0.00%

計 54,177 △86.88% 413 △99.24% 0 皆減 0 0.00% 0 0.00%

医療等 44,404,497 △0.44% 43,370,854 △2.33% 44,929,726 3.59% 45,434,028 1.12% 44,602,156 △1.83%

歯   科 3,141,513 0.55% 3,156,006 0.46% 3,347,474 6.07% 3,344,121 △0.10% 3,329,550 △0.44%

調   剤 7,571,988 1.51% 7,615,636 0.58% 7,924,749 4.06% 7,935,945 0.14% 8,143,248 2.61%

療養費等 577,421 1.03% 499,480 △13.50% 484,940 △2.91% 460,840 △4.97% 440,944 △4.32%

計 55,695,419 △0.11% 54,641,976 △1.89% 56,686,889 3.74% 57,174,934 0.86% 56,515,898 △1.15%

　※1　平成20年度の高齢者医療制度創設に伴い、退職者医療制度は平成27年3月末に廃止されたが、5年間の経過措置がとられている。

　退　職
　※1

合 計

Ｒ5年度

　※2　事業年報Ｃ表（１）、（３）より費用額は、3月～2月ベース

区 分
Ｒ元年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度

一 般



（５） ６４歳までの被保険者と前期高齢者の療養給付等費用額等の状況 

0～64歳
65～74歳

(前期高齢者)
合計 0～64歳

65～74歳
(前期高齢者)

合計

60,586人 54,086人 114,672人 58,626人 51,489人 110,115人

（3月～2月平均） (△2.5%) (△1.9%) (△2.2%) (△3.2%) (△4.8%) (△4.0%) 

515,395件 855,184件 1,370,579件 514,859件 827,317件 1,342,176件

(0.6%) (0.1%) (0.3%) (△0.1%) (△3.3%) (△2.1%) 

8.5件 15.8件 12.0件 8.8件 16.1件 12.2件

②/① (3.2%) (2.0%) (2.5%) (3.2%) (1.6%) (2.0%)

17,647,688千円 29,253,468千円 46,901,157千円 17,288,876千円 28,764,124千円 46,053,000千円

(1.2%) (1.0%) (1.1%) (△2.0%) (△1.7%) (△1.8%) 

34,241円 34,207円 34,220円 33,580円 34,768円 34,312円

④/② (0.6%) (0.9%) (0.8%) (△1.9%) (1.6%) (0.3%)

21,615,980千円 35,558,954千円 57,174,934千円 21,417,636千円 35,098,262千円 56,515,898千円

(1.2%) (0.7%) (0.9%) (△0.9%) (△1.3%) (△1.2%) 

356,782円 657,452円 498,595円 365,327円 681,665円 513,244円

⑥/① (3.8%) (2.6%) (3.2%) (2.4%) (3.7%) (2.9%)
⑥＝④/② #REF! #REF! #REF!

※診療費　＝入院　＋　入院外　＋　歯科

※費用額（医療費）　＝診療費　＋　食事療養・生活療養　＋　訪問看護療養　＋　調剤　＋　療養費　＋　移送費

※（　）内は対前年度比

④診療費

⑤１件当たり診療費

⑥費用額（医療費）

⑦１人当たり費用額（医療費）

令和4年度 令和5年度

一
般
+
退
職

①被保険者数

②診療件数

③１人当たり診療件数

全被保険者に占める割合 47.0% 全被保険者に占める割合 46.8%

－４－



▲ 31.1 ▲ 31.6
▲ 38.2

▲ 28.3 ▲ 26.1
▲ 31.7 ▲ 34.3

21.7 20.7 21.0 20.3 18.9 18.6
22.6

▲ 50.0

0.0

50.0

H３０ R元 R２ R３ R４ R５ R６

法定外繰入金（決算補填等目的）と累積赤字（繰上充用金）

154.4

100

95.9

76.1 
70

100

130

160

H21 H25 H30 R5

１人当たり医療費・国保税と被保険者数

1人当たり医療費
1人当たり国保税
被保険者数

１人当たり国保税は、中核市で低い方から３番目
※Ｈ２１年度から税率改定を行っていない

１人当たり医療費は、中核市で高い方から３番目
※他都市と比べて、腎不全（人工透析）が多い

被保険者は年々減少

（％）

（億円）

法定外繰入金（決算補填等目的）は、県運営方針
を踏まえ、R１０年度までの解消を目指す

法定外繰入金
累積赤字（繰上充用金）

累積赤字(繰上充用金)は、段階的な削減を目指す
〔Ｒ４決算〕全国ワースト１位 本市 26.1億円

２位 松原市(大阪府) 10.2億円
※繰上充用を行っている市町村：２２市町村（年々減少）

（H21を100とした推移）

参考資料
－５－



94.1

91.6

87.8
87.1

117,288 
114,672 

110,115 
107,465 

100,000

120,000

140,000

80

90

100

R３ R４ R５ R６

国保税（現年・滞繰）と被保険者数

国保税

被保険者数

158.9 160.1
163.3 163.3

140.0

160.0

180.0

R３ R４ R５ R６

国保事業費納付金（億円）

（億円）

※R5までは決算、R6は見込

被保険者の減少に伴い、国保税は年々減少

１人当たり医療費の増大により、

国保事業費納付金は、微増傾向

県基金取崩
5.0億円(県全体)

県基金取崩
5.3億円(県全体)

（人）

参考資料

－６－



鹿児島県内（19市）※未回答1市

自 治 体 R6保険料
R6標準
保険料率

差 額

１ ○○市 365,200 475,100 -109,900

２ 鹿児島市 332,300 435,300 -103,000

３ ○○市 318,800 414,000 -95,200

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

16 ○○市 416,100 413,500 +2,600

17 ○○市 322,400 297,200 +25,200

18 ○○市 355,200 326,300 +28,900

平均 359,300 407,601 48,301

＜４人家族、課税所得２００万円のモデル世帯での国保税の比較＞

標準保険料率（給付を賄う保険料）と比較した場合、中核市・九州県都の中で、本市は最も差が大きい【最も低額】

中核市（62市）※未回答10市

自 治 体 R6保険料
R6標準
保険料率

差 額

１ 鹿児島市 332,300 435,300 -103,000

２ ○○市 310,900 403,600 -92,700

３ ○○市 335,290 420,710 -85,420

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

50 ○○市 400,700 398,300 +2,400

51 ○○市 399,800 391,600 +8,200

52 ○○市 334,900 286,400 +48,500

平均 376,710 407,601 30,891

九州県都市（８市）

自 治 体 R6保険料
R6標準
保険料率

差 額

１ 鹿児島市 332,300 435,300 -103,000

２ ○○市 310,900 403,600 -92,700

３ ○○市 368,100 432,300 -64,200

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

６ ○○市 373,400 380,600 -7,200

７ ○○市 436,300 441,700 -5,400

８ ○○市 400,700 398,300 +2,400

平均 372,154 413,416 41,262

（単位：円） （単位：円） （単位：円）

参考資料
－７－



◆一人当たり医療費（R４）

◆特定健診受診率（R４）※法定報告値とは異なる

中核市（62市）

自 治 体 一人当たり医療費

１ ○○市 467,533円

２ ○○市 465,851円

３ 鹿児島市 449,392円

平均 369,442円

鹿児島県内（19市）

自 治 体 一人当たり医療費

１ ○○市 583,800円

２ ○○市 541,857円

３ ○○市 529,619円

・
・

・
・

・
・

14 鹿児島市 449,392円

平均 466,772円

中核市（62市）

自 治 体 受診率（％）

１ ○○市 45.8

２ ○○市 45.6

３ ○○市 45.6

・
・

・
・

・
・

37 鹿児島市 34.4

平均 35.6

鹿児島県内（19市）

自 治 体 受診率（％）

１ ○○市 56.0

２ ○○市 55.5

３ ○○市 52.8

・
・

・
・

・
・

19 鹿児島市 34.4

平均 46.1

疾患別一人当たり医療費

36,908 

10,463 
7,217 

21,013 

11,192 

6,591 

21,791 

7,161 
5,879 

18,643 

10,047 
7,206 

0

20,000

40,000

腎不全 脳卒中 虚血性

心疾患
糖尿病 高血圧性

疾患

脂質

異常症

鹿児島市

同規模

15.7 15.8
18.3

23.9

29.6

38.4

43.9

0.0

25.0

50.0

40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74

年代別特定健診受診率

（歳）

医療費抑制のため、特定健診受診率の向上を図る必要がある ※特に40代・50代

40代・50代の受診率が低い

他都市より

腎不全が多い

参考資料

－８－



◆国の主な動き

① 新経済・財政再生計画 改革工程表2023（Ｒ５年１２月）

法定外繰入（決算補填）を行っている市町村数をＲ８年度までに５０市町村（Ｒ４年度：２２６市町村）

② 保険料水準統一加速化プラン（Ｒ５年１０月）

Ｒ１５年度（遅くともＲ１８年度）までに完全統一

〔参考〕子ども・子育て支援金制度の創設（Ｒ６年６月法案可決）

児童手当の拡充等に要する経費を医療保険者が保険料と併せて、Ｒ８年度から「子ども・子育て支援金」を賦課・徴収

◆県の主な動き（県第３期国保運営方針（Ｒ６～１１年度））

① 赤字の解消

赤字（決算補填等目的の法定外一般会計繰入額 ＋ 繰上充用金の新規増加額）のＲ１０年度までの解消を目指す

② 保険料水準の統一

最終的に完全統一を目指す ※時期未定（Ｒ１５年度以降）

近年、国や県において、市町村国保の財政健全化を図るための取組が強化

＜１世帯当たり（年額）＞

Ｒ８：4,200円、Ｒ９：5,400円、Ｒ１０：7,200円

参考資料
－９－
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